
 

資料６ 

 

寒川町障害者等のためのＳＯＳネットワーク事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者等のためのＳＯＳネットワーク事業（以下「事業」という。）を実施す

ることにより、行方不明となった障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）を早期に発見し、

保護するとともに、その家族の精神的負担及び身体的負担を軽減することを目的とする。 

（対象者） 

第２条 事業の対象者は、次の掲げる者とする。 

(１) 65歳未満の障害者等 

(２) 町長が特に必要と認める者 

（事業内容） 

第３条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 行方不明となった障害者等の早期発見及び保護に関すること。 

(２) 保護した障害者等の一時入所に関すること。 

(３) ＳＯＳネットワークの連絡網に関すること。 

(４) 事業の普及啓発に関すること。 

（登録の届出） 

第４条 事業に登録をしようとする対象者又はその保護者（以下「対象者等」という。）は、障害者

等のためのＳＯＳネットワーク事業登録届（第１号様式）により町長に届け出るものとする。 

（登録の変更） 

第５条 対象者等は、登録事項に変更が生じ、又は登録を抹消しようとするときは、速やかに町長に

届け出るものとする。 

（連絡拠点の設置） 

第６条 事業を円滑かつ効率的に機能させるため、情報の連絡拠点を社会福祉法人翔の会入道雲に置

く。 

（費用） 

第７条 障害者等の事業への登録及び捜索に要する費用は、無料とする。 

（捜索の依頼） 

第８条 障害者等の捜索を依頼しようとする者は、ＳＯＳネットワーク連絡用紙（第２号様式）によ

り茅ヶ崎警察署に届け出るものとする。 

（一時入所施設） 

第９条 保護した障害者等の一時入所施設は、社会福祉法人翔の会入道雲とする。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（残存用紙の使用） 

２ この要綱の施行前に、旧要綱の規定により既に調製された様式で用紙が現に残存するものに限り、

所要の調整をし、当分の間使用することができる。 

附 則（令和３年10月11日） 

この要綱は、令和３年11月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


